
事 務 連 絡 
令和４年９月２日 

各 都 道 府 県 各 種 学 校 主 管 課  
日本インターナショナルスクール協議会  御中 
在 日 ブ ラ ジ ル 学 校 協 議 会  
 

文部科学省大臣官房国際課  
 
 

夏季休業明けにおける新型コロナウイルス感染症対策について 

 

 

今後、各地域において、夏季休業期間が終了し、授業等が開始されることとなります

が、現在、新型コロナウイルス感染症の新規感染者数について、全国では減少に転じたも

のの、一部地域では増加が続いており、全国的にはこれまでで最も高い感染レベルが継続

している状況となっています。 
学校における感染拡大を防止しつつ、学校教育活動を継続し、児童生徒等の学びを保障

するためには、引き続き、基本的な感染対策が重要となることから、各学校においては、

「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」等も参考としな

がら、 
・ 学校の施設・設備や教職員・児童生徒等が使用する器具・用具等の点検 
・ 家庭との連携も含めて、児童生徒等の日常的な健康観察や感染が確認された場合の対

応等に関するマニュアル等の確認 
・ 授業や学校行事等、活動場面ごとの状況に応じた感染対策上の工夫の検討 
等を行うなど、引き続き、地域の感染状況に応じて必要な感染症対策に取り組んでいただ

くようお願いします。 
 
なお、夏季休業明けには、感染不安や感染によるストレスをはじめ、新型コロナウイル

スに関する様々な不安や悩みを抱える児童生徒等が増えることも考えられますので、管理

職のリーダーシップのもと、学級担任や学校医、カウンセラー等を含めて、関係教職員が

連携し、組織的に対応するようお願いします。また、新型コロナウイルスに関連したスト

レス、いじめ、偏見等に関しては、24 時間子供 SOS ダイヤルや SNS 相談窓口等の相談窓

口を適宜周知いただくようお願いします。 
 
今般の新型コロナウイルス感染症に際して必要な対応について適切に御判断いただくた

めの参考資料としていただけますと幸いです。 

 

各都道府県各種学校主管課におかれては、所轄の各種学校のうち外国人学校に対して周知

くださいますようお願いします。 



日本インターナショナルスクール協議会及び在日ブラジル学校協議会におかれては、加盟

校に対して周知くださいますようお願いします。 

 

 

（本件連絡先） 
文部科学省大臣官房国際課 
国際協力企画室 外国人教育政策企画係 
Tel：03-5253-4111（内線 3222） 
Fax：03-5253-3669 
E-mail：kokusai@mext.go.jp  

mailto:kokusai@mext.go.jp


(Tentative translation) 
International Affairs Division, Minister’s Secretariat 

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) 
 

September 2, 2022 
Attn: Prefectural miscellaneous category school departments, 

Japan Council of International Schools (JCIS), 
Association of Brazilian Schools in Japan (AEBJ) 

 
 

Countermeasures against COVID-19 after the Summer Vacation 
 
 

While the summer vacation comes to an end and classes begin, the number of new cases of 
COVID-19 has declined nationwide, but it continues to increase in some regions, and the national 
infection level continues to be the highest ever. 

Basic infection control measures will continue to be important to continue school education 
activities and ensure learning of students, while preventing the spread of infection in schools. In 
addition to referring to the "COVID-19 Infection Control Manuals and Guidelines for Schools" and 
other relevant manuals, we would like you to continue to take necessary measures against COVID-
19 depending on the infection situation in each area, such as; 

- Inspection of school facilities, equipment and tools used by school teachers, staff and students 
- Confirmation of manuals regarding daily health monitoring of students and handling of 

confirmed cases of infection, including collaboration with families 
- Consideration of infection control measures depending on the situation of each activity such as 

classroom lessons and school events 
 
After the summer vacation, there may be an increase in the number of students who are suffering 

from various anxieties and worries related to COVID-19, including anxiety of being infected and 
stress caused by infection. Therefore, we ask that the relevant school teachers and staff, including 
school doctors and counselors cooperate with each other and respond to the situation in an organized 
manner under the leadership of management. In addition, with regard to stress, bullying and 
prejudice related to COVID-19, we would like you to announce appropriately consultation services 
such as the 24-hour children's SOS dial and SNS consultation desks. 

 
We are sharing this announcement with you with the hope that it will be utilized as a reference 

for your consideration of your responses to COVID-19. 
 



To Prefectural miscellaneous category school departments:  Please send this notification to the 
miscellaneous schools for foreign students under your jurisdiction. 

To JCIS and AEBJ:  Please send this notification to members of your council or association. 
 
 

[Contact] 
Office for International Cooperation Planning, International Affairs Division,  
Minister’s Secretariat,  
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) 
Tel: 03-5253-4111 (Ext: 3222), Fax: 03-5253-3669, E-mail: kokusai@mext.go.jp 

mailto:kokusai@mext.go.jp
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事 務 連 絡 

令和４年８月 19 日 

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 

夏季休業明けにおける新型コロナウイルス感染症対策について 

今後、各地域において、夏季休業期間が終了し、授業等が開始されることとなりま

すが、現在、新型コロナウイルス感染症の新規感染者数について、全国では減少に転

じたものの、一部地域では増加が続いており、全国的にはこれまでで最も高い感染レ

ベルが継続している状況となっています。 

学校における感染拡大を防止しつつ、学校教育活動を継続し、児童生徒等の学びを

保障するためには、引き続き、基本的な感染対策が重要となることから、各学校にお

いては、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」等も

参考としながら、

・ 学校の施設・設備や教職員・児童生徒等が使用する器具・用具等の点検

・ 家庭との連携も含めて、児童生徒等の日常的な健康観察や感染が確認された場合

の対応等に関するマニュアル等の確認

・ 授業や学校行事等、活動場面ごとの状況に応じた感染対策上の工夫の検討

等を行うなど、引き続き、地域の感染状況に応じて必要な感染症対策に取り組んでい

ただくようお願いします。

なお、夏季休業明けには、感染不安や感染によるストレスをはじめ、新型コロナウ

イルスに関する様々な不安や悩みを抱える児童生徒等が増えることも考えられますの

で、管理職のリーダーシップのもと、学級担任や養護教諭等のほか、学校医やスクー

ルカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等を含めて、関係教職員が連携し、組

各都道府県・指定都市教育委員会総務課・学校保健担当課  

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 専 修 学 校 主 管 課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 部 課 
附属学校を置く各国公立大学法人附属学校事務主管課 

各 文 部 科 学 大 臣 所 轄 学 校 法 人 担 当 課 

構造改革特別区域法第 12 条第１項の認定を受けた 

各 地 方 公 共 団 体 の 学 校 設 置 会 社 担 当 課 

各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

御中 

夏季休業明けにおける新型コロナウイルス感染症対策について、御留意いただき

たい点をまとめましたので、お知らせします。 

（別添）
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織的に対応するようお願いします。また、新型コロナウイルスに関連したストレス、

いじめ、偏見等に関しては、24時間子供 SOSダイヤルや SNS相談窓口等の相談窓口を

適宜周知いただくようお願いします。 
 
このほか、既にお知らせしているものですが、夏季休業期間中にお送りした新型コ

ロナウイルス感染症対策関係の事務連絡について、改めて以下に列挙しますので、必

要に応じて御確認ください。 

 

◇「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更等について（７月 15 日付け） 

https://www.mext.go.jp/content/20220719-mxt_kouhou01-000004520_01.pdf 

 

◇濃厚接触者の待機期間の見直し等について（７月 25 日付け） 

https://www.mext.go.jp/content/20220726-mxt_kouhou01-000004520_02.pdf 

 

◇新型コロナワクチンの追加接種（３回目接種）に関する情報提供について（７月 26 日付け） 

https://www.mext.go.jp/content/20220726-mxt_kouhou01-000004520_03.pdf 

 

◇新型コロナウイルスへの感染が確認された者及び濃厚接触者への対応等について（８月１日付け） 

https://www.mext.go.jp/content/20220802-mxt_kouhou01-000004520_001.pdf 

 

◇学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応ガイドラ

インの改定について（８月 19 日付け） 

https://www.mext.go.jp/content/20220819-mxt_kouhou01-000004520_01.pdf 

 

 

以上について、都道府県・指定都市教育委員会担当課におかれては所管の学校及び

域内の市（指定都市を除く。）区町村教育委員会に対して、都道府県私立学校主管部課

におかれては所轄の学校法人等を通じてその設置する学校に対して、国公立大学法人

附属学校事務主管課におかれてはその設置する附属学校に対して、文部科学大臣所轄

学校法人担当課におかれてはその設置する学校に対して、構造改革特別区域法（平成

14 年法律第 189 号）第 12 条第１項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課

におかれては所轄の学校設置会社及び学校に対して、都道府県・指定都市・中核市認

定こども園主管課におかれては所轄の認定こども園及び域内の市（指定都市及び中核

市を除く。）区町村認定こども園主管課に対して、厚生労働省社会・援護局障害保健福

祉部企画課におかれては所管の高等課程を置く専修学校に対して、周知されるようお

願いします。 

 

＜本件連絡先＞ 

文部科学省：０３－５２５３－４１１１（代表） 

初等中等教育局 健康教育・食育課（内２９１８） 

https://www.mext.go.jp/content/20220719-mxt_kouhou01-000004520_01.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20220726-mxt_kouhou01-000004520_02.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20220726-mxt_kouhou01-000004520_03.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20220802-mxt_kouhou01-000004520_001.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20220819-mxt_kouhou01-000004520_01.pdf



